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（目的） 

第１条 この規程は、非常勤職員の任用に関する規程（人事－法Ｂ－非常勤任用。以下「非

常勤職員任用規程」という。）第１２条の規定に基づき、非常勤職員に支払われる給与に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（給与の区分） 

第２条 非常勤職員の給与は、次の区分による。 

 一 日給 

 二 諸手当 

  イ 通勤手当 
  ロ 在宅勤務等手当 
  ハ 時間外勤務手当 
  ニ 夜勤手当 

    ホ 期末業績手当 

 

（日給） 

第３条 非常勤職員の日給は、原則として、次の各号に掲げる方法によって算出した日額単

価をもって当てるものとする。ただし、その方法により難い場合は、これに準じて別に定

めることができるものとする。 

 一 非常勤職員任用規程第３条に規定する職種の分類に相当する別表１に定める非常勤職

員日額俸給表の級及び号俸の俸給日額に、諸手当支給規程（人事－法Ａ－諸手当支給。

以下「諸手当支給規程」という。）第５条第１項及び第２項に規定する地域手当月額の

１／２１相当額を加えた額を、勤務時間７時間３０分の日額単価とする。 

 二 勤務時間７時間３０分未満の場合の日額単価は、前号で定めた額に勤務を要する時間

数を乗じた額を７．５で除した額とする。 

 三 前各号で得た額に１００円未満の端数がある場合には、６０円未満を切り捨て、６０

円以上を１００円に切り上げるものとする。 

２ 非常勤職員任用規程第４条に定める職種の分類に相当する別表１に定める非常勤職員日

額俸給表の級及び号俸の指定は、別に定めるところによるものとする。 
 
（フレックスタイム制を利用する非常勤職員の日給） 

第３条の２ 非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程（人事－法Ａ－非常勤休暇）に

基づきフレックスタイム制を利用する非常勤職員の日給は、１日の勤務時間の変動にか

かわらず、前条に基づき算出した日額単価をもって当てるものとする。この場合におい

て同条中「勤務時間」とあるのは、「フレックスタイム制勤務時間運用要領（人事－法

Ｂ－フレックス）第６条に規定する標準勤務時間」と読み替えるものとする。 

 

（通勤手当の支給） 

第４条 通勤手当の支給を受けようとする非常勤職員が、次の各号の一に該当する場合につ

いては、理事長又はその委任を受けた者に通勤届を届け出なければならない。 

  一 採用された場合 

  二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変
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更があった場合 

２ 通勤手当は諸手当支給規程第７条第１項に準じて支給する。ただし、通勤手当の支給を

受ける非常勤職員が出張、研修、休暇、欠勤、その他の事由により、月の初日から末日まで

の期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

また、第５項の規定に基づき算定した額を１箇月当たりの運賃相当額とされている非常勤

職員については、出張、研修その他の事由により、全日にわたって通勤しないこととなる

ときは、その日の通勤手当は支給しない。 

３ １週間の勤務日が５日とされている非常勤職員の通勤手当の額は次の各号に定める額と

する。 

 一 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額 （以下「運賃等相当額」とい

う。）は、諸手当支給規程第７条第１項、第２項及び第３項を適用して算定した額とす

る。ただし、同条第３項において、非常勤職員任用要領（人事－法Ｂ－非常勤任用）別

表１第八号に定める参事を除き、所を異にする異動又は在勤する所の移転を支給要件と

しないものとする。 

 二 諸手当支給規程第７条第２項において、回数乗車券等の使用が最も経済的かつ合理的

であると認められる場合は回数乗車券等の通勤２１回分（在宅勤務等手当を支給される

職員及び計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が２箇月以上継続して

少ないことが見込まれるものにあっては、１箇月当たりの平均通勤所要回数分）の運賃

等の額とする。 
４ 前項において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月（当

該非常勤職員の残りの任期の期間（１箇月未満の月は１箇月とみなす。）が６箇月に満た

ない場合は、当該残りの任期の期間）を超えない範囲内で１箇月を単位として別に定める

期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。 
５ 第３項において「１箇月当たりの平均通勤所要回数」とは、年間を通じて通勤に要する

こととなる回数を１２で除して得た数とする。この場合において１位未満の端数があると

きは、その端数は切り捨てるものとする。 
６ １週間当たりの勤務日が４日以下とされている非常勤職員の１箇月当たりの運賃等相当

額は、次の各号に掲げる額の総額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。）に１箇月の勤務日数（出張、研修及び非常勤職員の勤務時間、休暇

等に関する規程（人事－法Ａ－非常勤休暇。以下「非常勤職員休暇規程」という。）第４条

及び第９条に規定する休暇を含む。第一号又は第三号に該当し、在宅勤務等手当を支給さ

れる職員及び計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が２箇月以上継続し

て少ないことが見込まれるものにあっては、勤務地への通勤回数）を乗じた額とする。た

だし、第３項の規定に基づき算定した額が本項の規定に基づく額より、明らかに経済的で

あると認められるときは、第３項の規定に基づき算定した額とする。 

 一 交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認

められる回数乗車券等の通勤１回分の運賃等の額とする。 

 二 交通の用具を利用する区間については、諸手当支給規程第７条第２項第二号又は第三

号を適用して算定した額（在宅勤務等手当を支給される職員のうち１箇月当たりの出勤

日数が１０日に満たない職員にあってはその額の２分の１の額）を２１で除した額とす

る（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）。 

 三 新幹線鉄道等の特別料金等の支給については、諸手当支給規程第７条第３項を適用し
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て算定した額を２１で除した額とする。この場合において、非常勤職員任用要領別表１

第八号に定める参事を除き、所を異にする異動又は在勤する所の移転を支給要件としな

いものとする。ただし、理事長が認めるものに限る。 

７ 通勤手当の支給開始月等は、次の各号に掲げる非常勤職員の勤務形態に応じ、当該各号

に定めることとする。 

 一 １週間の勤務日が５日とされている非常勤職員 

  採用された日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、離職等により非常勤職員の要件を欠くに至った場合においては、その事実

の生じた日の属する月をもって終わる。ただし、第１項に規定する届出が採用された日

から１５日を経過した後になされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月（その

日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支給を開始する。 

 二 １週間当たりの勤務日が４日以下とされている非常勤職員 

  採用された日の属する月から開始し、離職等により非常勤職員の要件を欠くに至った場

合においては、その事実の生じた日の属する月をもって終わる。ただし、第１項に規定

する届出が、採用された日から１５日を経過した後になされたときは、届出を受理した

日の属する月から支給を開始する。 

８ １箇月当たりの運賃等相当額が１５０，０００円を超える非常勤職員の通勤手当の額は、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０

００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 
９ 通勤手当は、これを受けている非常勤職員にその月額又は日額を変更すべき事実が生ず

るに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から支給額を改定する。ただし、第１項に規定する届出

が、事実の生じた日から１５日を経過した後になされたとき（支給額が増額に改定する場

合に限る。）は、届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から支給額を改定する。 

１０ 通勤手当は、支給単位期間（別に定める通勤手当にあっては、その期間）に係る最初

の月の、第７条に規定する給与の支給定日に支給する。 

１１ 第３項の規定に基づき算定した額を運賃等相当額とされている非常勤職員につき、離

職その他の事由が生じた場合には、当該非常勤職員に支給単位期間のうちこれらの事由が

生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする（その額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）。 

１２ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当

の支給及び返納に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（在宅勤務等手当） 

第４条の２ 住居その他これに準ずるものとして在宅勤務実施要領第５条で定める場所

において、非常勤職員休暇規程第２条第１項で定める１日の勤務時間（休暇により勤務

しない時間を除く。）の全部を勤務することを、３箇月以上の期間について１箇月当た

り平均１０日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。 

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。 

３ 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定め

る。 
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（時間外勤務手当） 

第５条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、その命によって勤務

した全時間のうち、７時間４５分を超えて勤務した時間に対して、当該勤務１時間につき、

第３条に規定する方法によって定められた日額単価（以下「日給額」という。）を正規の勤

務時間数で除して得た額（以下「勤務１時間当たりの給与額」という。）に、正規の勤務時

間を超えてした次の各号に掲げる区分に応じた割合（午後１０時から翌日の午前５時まで

の間の勤務にあっては、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時

間外勤務手当として支給する。 

 一 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 

  １００分の１２５ 

 二 前号に掲げる勤務以外の勤務 

  １００分の１３５ 

２ 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、

その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達す

るまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「７時間４５分を超えて

勤務した時間」とあるのは「７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間」と、「正規

の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる区分に応じた割合」とあるのは「１００分の１

００」とする。 

３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、７時間４５分を超えてした勤務の時

間が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に

対して、前２項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に１

００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１０

０分の１７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 別に定める代替休暇を指定された場合において、当該代替休暇に職員が勤務しなかった

ときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の指定に代

えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第１項に

規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日

の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）から第１項に規定する割合（その

時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５

を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しな

い。 

５ 第２項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規

定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第

１項に規定する割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。 

６ 前各項の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当を算定する場合におい

て、当該額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端

数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

７ 超過勤務時間数は、一の給与期間の全時間数（支給割合を異にする部分があるときは、

その異にする部分ごとに各別に）により計算する。一の給与期間における１時間未満の端

数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

  なお、支給割合を異にする部分があるときは、それぞれ別個に同様の処理を行う。 
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（夜勤手当） 

第５条の２ 非常勤職員休暇規程第１５条の規定に基づき始業時刻及び終業時刻を変更して

割り振られた勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務することを命

ぜられた職員には、その間に勤務した７時間４５分に達するまでの間の時間に対して、勤

務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額の１００分の２５を夜勤手当として支給する。 
 

（期末業績手当の支給） 

第６条 期末業績手当は、１１月１日及び３月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する非常勤職員に対して、１２月２０日及び４月２０日にそれぞれ支給す

る。ただし、その日が土曜日、日曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する規程（人事－法

Ａ－勤務時間）第１０条で定める休日（以下「休日」という。）に当たるときには、その直

前の土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。 

２ 期末業績手当の額は、次の各号に掲げる額を支給する。 

 一 基準日現在に受けるべき日給額に２１を乗じて得た額に別表２により算定した支給割

合及び別表４により算定した支給割合を乗じて得た額を期末業績手当として支給する。 

 二 任用時に６０歳以上の非常勤職員（以下「再任用相当職員」という。）については、前

号で得た額に別表３の支給割合を乗じて得た額を期末業績手当として支給することがで

きる。 

 三 前２号で得た額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

３ 別表２の勤務期間は、４月１日から１１月３０日及び１２月１日から３月３１日の期間

から現に任用された期間以外の期間を除いた期間とする。 

４ 別表４の勤務日数割合は、前項で算定した勤務期間の日数から週休日及び休日の日数を

除いた日数（以下「勤務すべき日数」という。）に対する出勤日（出張、研修及び非常勤職

員休暇規程第４条、第９条及び第１１条に規定する休暇を含む。）の割合とする。 

５ 前項に規定する出勤日に勤務しない時間があった場合は、その勤務しないことにつき特

に承認のあった場合を除き、勤務しなかった時間を除算して勤務日数割合を算定する。 

 

（給与の支給日） 

第７条 給与（期末業績手当を除く。）の支給日は、毎月２５日とする。ただし、その日が土

曜日、日曜日又は休日に当たるときには、その直前の土曜日、日曜日又は休日でない日を

支給日とする。 

 

（給与の支給方法） 

第８条 給与の支給方法は、職員給与規程（人事－法Ａ－職員給与）を準用するものとする。

ただし、民間企業からの非常勤職員受入れ要領（人事－法Ｂ－非常勤受入）に基づいて民

間企業から受け入れる非常勤職員への給与の支給についてはこの限りではない。 
 

（給与の減額） 

第９条 非常勤職員が、非常勤職員任用規程第１６条に規定する人事異動通知書に記載され

た勤務日及び勤務時間に勤務しないときは、非常勤職員休暇規程第４条及び第９条に規定

する休暇による場合、その他勤務を要しないことにつき特に承認があった場合を除き、そ

の勤務をしない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

２  前項に規定する場合を除きその勤務をしなかった時間数は、一の給与期間の全時間数に
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よって計算するものとし、その時間数に１時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、超過

勤務の場合の例による。 

 

第１０条 削除  

 

（別段の取扱い） 

第１１条 理事長は、常勤職員との均衡その他の事情により、この規程により難い場合には、

別段の取扱いをすることができる。 

 

（本規程の管理部署） 

第１２条 本規程を管理する担当部署は経営企画部人事企画課とする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１３年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１４年８月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１６年４月１日から施行する。 

第２条 非常勤職員諸手当等支給要領（給与－法Ｂ－非常勤手当）は廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成１８年４月１日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

この規程は平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成２１年４月１日から施行する。 

２ 本則第６条の規定に基づく期末業績手当の支給は、平成２１年１１月１日の基準日に在

職する非常勤職員から適用するものとし、平成２１年４月２０日ついては、期末業績手当

を支給しない。 

（経過措置） 

第２条 前条第２項の規定にかかわらず、非常勤職員任用規程第７条第３項の規定に基づき、

平成２１年度に再任用された非常勤職員のうち、次の各号に掲げる非常勤職員に対し、当

該各号に掲げる支給額を支給する。 

一 平成２１年５月１日から平成２１年１０月３１日までの間に退職した非常勤職員 

改正前の規程に基づき算定した６月支給の期末業績手当の額 

二 平成２１年１１月１日から平成２２年２月２８日までの間に退職した非常勤職員 

本則第６条の規定に基づき平成２１年１２月に支給した期末業績手当の額が、改正前の規程

に基づき算定した６月及び１２月支給の期末業績手当の合計額に満たない場合にはその差

額（差額が千円以上の場合に限る。） 

第３条 前条の規定に基づく支給額の支給日は、次の各号に掲げる日とする。 

一 前条第一号の額は平成２１年１２月１８日 

二 前条第二号の額は平成２２年４月２０日 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成２１年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成２１年３月３１日改正の規程附則第２条に規定する改正前の規程（以下この条

において「改正前の規程」という。）に基づき算定する６月及び１２月支給の期末業績手

当の額については、次の各号に掲げる期末業績手当の額に、当該各号に掲げる割合を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額）とする。 

 一 改正前の規程に基づき算定する６月支給の期末業績手当 

  イ 再任用相当職員以外の職員  ０．９０７ 

  ロ 再任用相当職員       ０．９０９ 

 二 改正前の規程に基づき算定する１２月支給の期末業績手当 

    イ 再任用相当職員以外の職員  ０．９３６ 

    ロ 再任用相当職員       ０．９６０ 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は平成２２年４月１日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は平成２２年１２月１日から施行する。 

第２条 別表１の適用は施行日後に採用する非常勤職員の日給から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、５月の支給日

から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27･02･25 評基第 011 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年３月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27･03･31 評基第 010 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

（俸給の切替等） 

第２条 この規程の施行の日の前日から雇用が継続（退職後引き続き再雇用される場合を含

む。）し、引き続き適用を受ける非常勤職員の俸給及び号俸の切替並びにこの規定の運用に

関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例に準ずる。 

（経過措置） 

第３条 平成２７年３月３１日から引き続き別表１に掲げる俸給表の適用を受ける非常勤職

員で、その者の受ける日給が平成２７年３月３１日において受けた日給に達しないこととな

るものには、平成３０年３月３１日までの間、日給のほか、その差額に相当する額を俸給と

して支給する。 

 

附 則（平成 28･02･09 評基第 027 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年３月１日から施行する。 

（日給に関する経過措置） 

第２条 平成２８年３月３１日までの間においては、第３条第１項第一号に規定する日額の

算出方法に用いる地域手当の月額は、旧諸手当支給規程（給与－法Ａ－諸手当支給－２６）

（平成 27･03･31 評基第 008 号）によるものとする。 
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附 則（平成 28･03･15 評基第 018 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29･02･14 評基第 008 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年３月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29･03･07 評基第 019 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29･06･06 評基第 024 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29･12･15 評基第 007 号） 

（施行期日等） 

第１条 この規程は、平成２９年１２月１５日から施行する。ただし、第３条に規定する別

表１、第６条に規定する別表２及び別表３は、平成３０年４月１日から適用する。 

（平成３０年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第２条 平成３０年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。 

   別表２ 

        勤務日数 

勤務期間 

週５日 週４日 週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 １.５３００ １.２２４０ ０.９１８０ ０.６１２０ 

3箇月以上～3箇月15日未満 １.３００５ １.０４０４ ０.７８０３ ０.５２０２ 

2箇月15日以上～3箇月未満 １.０７１０ ０.８５６８ ０.６４２６ ０.４２８４ 

2箇月以上～2箇月15日未満 ０.８４１５ ０.６７３２ ０.５０４９ ０.３３６６ 

1箇月15日以上～2箇月未満 ０.６１２０ ０.４８９６ ０.３６７２ ０.２４４８ 

1箇月以上～1箇月15日未満 ０.３８２５ ０.３０６０ ０.２２９５ ０.１５３０ 

15日以上～1箇月未満 ０.１５３０ ０.１２２４ ０.０９１８ ０.０６１２ 

15日未満 ０ ０ ０ ０ 

 

   別表３ 

支給月     支給割合 

 ４月    ８０／１５３ 

 

附 則（平成 30･12･12 評基第 007 号） 

（施行期日等） 
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第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第３条に規定する別表１については

平成３０年１２月１日から、第６条に規定する別表２及び別表３は平成３１年４月１日から

適用する。 

（平成３１年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第２条 平成３１年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。 

   別表２ 

 

 

   勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 １.５２００ １.２１６０ ０.９１２０ ０.６０８０ 

3箇月以上～3箇月15日未満 １.２９２０ １.０３３６ ０.７７５２ ０.５１６８ 

2箇月15日以上～3箇月未満 １.０６４０ ０.８５１２ ０.６３８４ ０.４２５６ 

2箇月以上～2箇月15日未満 ０.８３６０ ０.６６８８ ０.５０１６ ０.３３４４ 

1箇月15日以上～2箇月未満 ０.６０８０ ０.４８６４ ０.３６４８ ０.２４３２ 

1箇月以上～1箇月15日未満 ０.３８００ ０.３０４０ ０.２２８０ ０.１５２０ 

15日以上～1箇月未満 ０.１５２０ ０.１２１６ ０.０９１２ ０.０６０８ 

15日未満 ０ ０ ０ ０ 

 

   別表３ 

支給月     支給割合 

 ４月    ８２／１５２ 

 

附 則（20191206 評基第 004 号） 

（施行期日等） 

第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第３条に規定する別表１については

令和元年１２月１日から、第６条に規定する別表２及び別表３は令和２年４月１日から適用

する。 

（令和２年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第２条 令和２年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。 
 

   別表２ 

 

 

 

       勤務日数 

 

勤務期間 

週５日 

 

 

週４日 

 

 

週３日 

月13日～16日 

 

週2日 

月9日～12日 

 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

3箇月15日以上 １．５３００ １．２２４０ ０．９１８０ ０．６１２０ 

3箇月以上～3箇月15日未満 １．３００５ １．０４０４ ０．７８０３ ０．５２０２ 

2箇月15日以上～3箇月未満 １．０７１０ ０．８５６８ ０．６４２６ ０．４２８４ 

2箇月以上～2箇月15日未満 ０．８４１５ ０．６７３２ ０．５０４９ ０．３３６６ 

1箇月15日以上～2箇月未満 ０．６１２０ ０．４８９６ ０．３６７２ ０．２４４８ 

1箇月以上～1箇月15日未満 ０．３８２５ ０．３０６０ ０．２２９５ ０．１５３０ 
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合 

 

15日以上～1箇月未満 ０．１５３０ ０．１２２４ ０．０９１８ ０．０６１２ 

15日未満 ０ ０ ０ ０ 

 

別表３ 

支給月 支給割合 

４月 ７８／１５３ 

 

附 則（20201130 評基第 007 号） 

（施行期日等） 

第１条 この規程は、改正の日から施行し令和２年１２月１日から適用する。ただし、第６

条に規定する別表２及び別表３は令和３年４月１日から適用する。 

（令和３年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第２条 令和３年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。 
 
   別表２ 

 

 

       勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 1.4500  1.1600  0.8700  0.5800  
3箇月以上～3箇月15日未満 1.2325  0.9860  0.7395  0.4930  
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0150  0.8120  0.6090  0.4060  
2箇月以上～2箇月15日未満 0.7975  0.6380  0.4785  0.3190  
1箇月15日以上～2箇月未満 0.5800  0.4640  0.3480  0.2320  
1箇月以上～1箇月15日未満 0.3625  0.2900  0.2175  0.1450  
15日以上～1箇月未満 0.1450  0.1160  0.0870  0.0580  
15日未満 0  0  0  0  

 

   別表３ 

支給月     支給割合 

 ４月    ７８／１４５ 

 

附 則（20210427 評基第 027 号） 

（施行期日等） 

（令和３年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第１条 令和３年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。なお、附 則（20201130 評基第 007 号）第２条は廃止する。 
 

   別表２ 

 

 

       勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

3箇月15日以上 1.5000 1.2000 0.9000 0.6000 
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四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月以上～3箇月15日未満 1.2750 1.0200 0.7650 0.5100 
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0500 0.8400 0.6300 0.4200 
2箇月以上～2箇月15日未満 0.8250 0.6600 0.4950 0.3300 
1箇月15日以上～2箇月未満 0.6000 0.4800 0.3600 0.2400 
1箇月以上～1箇月15日未満 0.3750 0.3000 0.2250 0.1500 
15日以上～1箇月未満 0.1500 0.1200 0.0900 0.0600 
15日未満 0 0 0 0 

 

   別表３ 

支給月     支給割合 

 ４月    ７８／１５０ 

 

附 則（20220330 評基第 019 号） 

（施行期日等） 

第１条 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

第２条 令和４年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用につい

ては、以下のとおりとする。 

別表２ 非常勤職員の期末業績手当支給割合（第６条関係） 

 
勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 1.4800  1.1840  0.8880  0.5920  
3箇月以上～3箇月15日未満 1.2580  1.0064  0.7548  0.5032  
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0360  0.8288  0.6216  0.4144  
2箇月以上～2箇月15日未満 0.8140  0.6512  0.4884  0.3256  
1箇月15日以上～2箇月未満 0.5920  0.4736  0.3552  0.2368  
1箇月以上～1箇月15日未満 0.3700  0.2960  0.2220  0.1480  
15日以上～1箇月未満 0.1480  0.1184  0.0888  0.0592  
15日未満 0  0  0  0  

 

別表３再任用相当職員の支給割合（第６条関係） 

支給月 支給割合 

４月 ７８／１４８ 

 

附 則（20221207 評基第 021 号） 

（施行期日等） 

第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
（令和５年４月に支給する期末業績手当の調整） 

第２条 令和５年４月に支給する期末業績手当に関する別表２及び別表３の適用について

は、以下のとおりとする。 
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別表２ 非常勤職員の期末業績手当支給割合（第６条関係） 

 
勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 1.4300 1.1440 0.8580 0.5720 
3箇月以上～3箇月15日未満 1.2155 0.9724 0.7293 0.4862 
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0010 0.8008 0.6006 0.4004 
2箇月以上～2箇月15日未満 0.7865 0.6292 0.4719 0.3146 
1箇月15日以上～2箇月未満 0.5720 0.4576 0.3432 0.2288 
1箇月以上～1箇月15日未満 0.3575 0.2860 0.2145 0.1430 
15日以上～1箇月未満 0.1430 0.1144 0.0858 0.0572 
15日未満 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

別表３再任用相当職員の支給割合（第６条関係） 

支給月 支給割合 

４月 ７５／１４３ 

 

附 則（20230328 評基第 032 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
 

附 則（20231129 評基第 010 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
第２条 令和５年４月１日に遡及して別表１が改定されることに伴い、この規定の運用に

関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例によるものとする。 

 

附 則（20240327 評基第 011 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
 
附 則（20250210 評基第 007 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
第２条 令和６年４月１日に遡及して別表１及び期末業績手当支給割合が改定されることに

伴い、この規程の運用に関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例

によるものとする。 

 

附 則（20250317 評基第 009 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
（号俸の切替） 
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第２条 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）において、切替日の前日までに級号

俸が決定していたものの切替日における号俸は、切替日の前日までに決定した号俸に応じて

以下の号俸切替表に定める号俸とする。 
 
号俸の切替表 

旧号

俸 

新   号   俸 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10 級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

５ ５ ５ １ １ １ １ １ １ １ １ 

９ ９ ９ ５ １ １ １ １ １ １ １ 

13 13 13 ９ ５ ５ １ １ １ １ 5 

17 17 17 13 ９ ９ ５ １ １ １ 5 

21 21 21 17 13 13 ９ ５ １ 5 5 

25 25 25 21 17 17 13 ９ 5 5 
 

29 29 29 25 21 21 17 13 5 5 
 

33 33 33 29 25 25 21 17 5 ５ 
 

37 37 37 33 29 29 25 21 5 9 
 

41 41 41 37 33 33 29 25 5 9 
 

45 45 45 41 37 37 33 29 ５ 
  

49 49 49 45 41 41 37 33 
   

53 53 53 49 45 45 41 37 
   

57 57 57 53 49 49 45 41 
   

61 61 61 57 53 53 49 45 
   

65 65 65 61 57 57 53 
    

69 69 69 65 61 61 57 
    

73 73 73 69 65 65 61 
    

77 77 77 73 69 69 65 
    

81 81 81 77 73 73 69 
    

85 85 85 81 77 77 73 
    

89 89 89 85 81 81 
     

93 93 93 89 85 85 
     

97 97 97 93 
       

101 
 

101 97 
       

105 
 

105 101 
       

109 
 

109 105 
       

113 
 

113 109 
       

117 
 

117 
        

121 
 

121 
        

125 
 

125 
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附 則（20260119 評基第 006 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
第２条 令和７年４月１日に遡及して別表１及び期末業績手当支給割合が改定されることに

伴い、この規程の運用に関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例

によるものとする。 

 
附 則（20260330 評基第 027 号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
別表１非常勤職員日額俸給表（第３条関係） 

単位：円 

 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 

1  9,300 11,500 13,100 14,700 15,800 17,500 20,000 22,500 25,000 27,000 

5  9,500 11,800 13,300 15,000 16,200 17,800 20,400 23,400 25,900 28,000 

9  9,800 12,000 13,500 15,200 16,500 18,100 20,700 23,900 26,400  

13 10,100 12,300 13,700 15,500 16,800 18,400 21,000    

17 10,400 12,500 14,000 15,800 17,100 18,700 21,200    

21 10,700 12,700 14,200 16,100 17,400 19,000 21,500    

25 11,000 12,900 14,400 16,400 17,700 19,300 21,600    

29 11,300 13,100 14,600 16,700 18,000 19,500 21,700    

33 11,500 13,200 14,800 17,000 18,200 19,700 21,800    

37 11,700 13,300 15,100 17,400 18,400 19,800 21,900    

41 11,900 13,500 15,300 17,600 18,500 19,900 22,000    

45 12,000 13,600 15,500 17,800 18,700 20,000 22,000    

49 12,100 13,700 15,800 18,000 18,800 20,000     

53 12,200 13,900 16,000 18,100 18,900 20,100     

57 12,300 14,000 16,200 18,200 19,000 20,100     

61 12,300 14,100 16,300 18,300 19,100 20,200     

65 12,400 14,200 16,500 18,400 19,200 20,200     

69 12,400 14,300 16,600 18,500 19,300 20,300     

73 12,500 14,400 16,700 18,600 19,300 20,300     

77 12,500 14,400 16,800 18,700 19,400      

81 12,600 14,500 16,800 18,800 19,400      

85 12,700 14,500 16,900 18,900 19,500      

89 12,700 14,600 17,000        

93 12,800 14,600 17,000        

97  14,700 17,100        

101  14,800 17,200        

105  14,800 17,300        

109  14,900 17,300        
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113  14,900         

117  15,000         

121  15,000         

125  15,100         

再任用

職員 

 9,500 10,800 12,800 13,800 14,500 15,800 17,800 19,500 22,000 25,900 

（備考）再：再任用相当 
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別表２ 非常勤職員の期末業績手当支給割合（第６条関係） 
 

 
勤務日数 

勤務期間 

週５日 

 

週４日 

 

週３日 

月13日～16日 

週2日 

月9日～12日 

 

 

十 

二 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

 

 

 

 

 

7箇月15日以上 3.1000 2.4800 1.8600 1.2400 
7箇月以上～7箇月15日未満 2.8985 2.3188 1.7391 1.1594 
6箇月15日以上～7箇月未満 2.6970 2.1576 1.6182 1.0788 
6箇月以上～6箇月15日未満 2.4955 1.9964 1.4973 0.9982 
5箇月15日以上～6箇月未満 2.2940 1.8352 1.3764 0.9176 
5箇月以上～5箇月15日未満 2.0925 1.6740 1.2555 0.8370 
4箇月15日以上～5箇月未満 1.8910 1.5128 1.1346 0.7564 
4箇月以上～4箇月15日未満 1.6895 1.3516 1.0137 0.6758 
3箇月15日以上～4箇月未満 1.4880 1.1904 0.8928 0.5952 
3箇月以上～3箇月15日未満 1.2865 1.0292 0.7719 0.5146 
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0850 0.8680 0.6510 0.4340 
2箇月以上～2箇月15日未満 0.8835 0.7068 0.5301 0.3534 
1箇月15日以上～2箇月未満 0.6820 0.5456 0.4092 0.2728 
1箇月以上～1箇月15日未満 0.4805 0.3844 0.2883 0.1922 
15日以上～1箇月未満 0.2790 0.2232 0.1674 0.1116 
15日未満 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

四 

月 

の 

支 

給 

割 

合 

 

3箇月15日以上 1.5500 1.2400 0.9300 0.6200 
3箇月以上～3箇月15日未満 1.3175 1.0540 0.7905 0.5270 
2箇月15日以上～3箇月未満 1.0850 0.8680 0.6510 0.4340 
2箇月以上～2箇月15日未満 0.8525 0.6820 0.5115 0.3410 
1箇月15日以上～2箇月未満 0.6200 0.4960 0.3720 0.2480 
1箇月以上～1箇月15日未満 0.3875 0.3100 0.2325 0.1550 
15日以上～1箇月未満 0.1550 0.1240 0.0930 0.0620 
15日未満 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

（備考）勤務期間を算定する期間は次のとおりである。 

（支給月） （期間） 

１２月 ４月１日～１１月３０日 

４月 １２月１日～３月３１日 
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別表３再任用相当職員の支給割合（第６条関係） 

支給月 支給割合 

１２月 １６３／３１０ 

４月 ８２／１５５ 

 

 

別表４勤務日数割合に対する支給割合（第６条関係） 

勤務日数割合 支給割合 

８割以上 １００／１００ 

５割以上８割未満 ６０／１００ 

２割以上５割未満 ３０／１００ 

２割未満 ０ 

（備考）勤務日数割合を算定する期間は次のとおりである。 
（支給月） （期間） 

１２月 ４月１日～１１月３０日 

４月 １２月１日～３月３１日 

 


